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サーバ領域貸与及びインターネット事業構築支援サービスに関する基本契約 

 

第一条（サービスの定義と禁止事項） 

１．本規約は Union Capital and Holdings Ltd. がレンタルサーバー事業（以下「和僑モー

ル」或いは「事務局」と呼ぶ）として提供するサーバ領域の貸与並びにインターネッ

トを通じた事業構築支援に関する各種Webサービス（以下、「本サービス」と呼ぶ）全

般に於いて、第二条で定める会員（以下「会員」と呼ぶ）が利用するサービスの全て

に於いて適用されるものとする。 

２．「和僑モール」参加者は、本規約を参加者並びに主催者に対し敬意と配慮を常に抱き、

インターネットに於ける諸機能と技術に関する基本知識を持ち、国際ビジネスを遂行

する国際人が持つ常識に基づいた行動規範に沿い的確な対処と参加運営を為す。 

３．参加者及び主催者への不当な業務妨害は勿論、掲示物の内容に対する無断借用並びに

剽窃、著作権の侵害並びにそれらの事実の意図的な秘匿を決して為してはならない。 

４．日本国を始めとする関係諸国の貿易制限条項に抵触する取引行為や、何らかの威力妨

害行為や詐欺、窃盗及び麻薬取引を始めとする違法行為を決して起こしてはならない。 

 

第二条（会員の定義） 

１．会員とは、「和僑モール」へ入会の申込をし、「和僑モール」が規定により承認した法

人または個人を言う。 

２．会員は申込の時点で本規約の内容を全て承諾しているものとして扱われる。 

  

第三条（サービス利用の申込と提供） 

１．「和僑モール」は、会員登録を希望する法人または個人が本規約内容に承諾及び遵守を

明確にした上でサービスの利用を申込み、申込時に必要な費用（初期設定費、一年相当分

12 ヶ月の料金他弊社が定める額、以下纏めて「初期費用」と言う）の入金により、本規約

を承諾するものと定める。 

２．申し込まれたサ－ビスの提供は、申込を受け付けた順に行われるものとする。但し当

社が必要と認めたときは、その順序を変更し得る。 

  

第四条（入会の不承認および承認の取消） 

１．弊社は前条による審査の結果、入会申込をされた法人または個人が以下の何れかの項

目に該当すると確認した場合、その法人または個人の入会を承認しないことがある。  

1) 入会申込をした法人または個人が実在しない場合。或いは名義貸しにより、契約者と利

用者が一致しない事実が判明した場合。 

2)  入会申込時に規約違反等により会員資格の停止処分中であるか、または過去に規約違

反等で「和僑モール」の会員資格停止、会員資格無効処分を受けたことがある場合。 
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3)  入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。 

4)  入会申込をした時点での「和僑モール」利用料金の支払いを怠っていること。または

過去に支払を怠ったことがあること。 

5)  入会申し込みをした法人または個人が準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申

込の際に法定代理人の同意等を得ていなかった場合。 

6) その他、「和僑モール」事務局が和僑ネットワークとして運営している和僑メーリング

リスト、和僑会議室、和僑事典、JC-Networkを通じ、更にはそれらを媒介にして形成

された人間関係（コミュニティー）に於いて、当該の法人または個人会員とすることを

事務局が不適当と判断した場合。 

 2.当社は承認後であっても、承認した会員が前項のいずれかに該当することが判明した場

合、承認を取り消し得る。 

 3.本条により「和僑モール」が入会の不承認、または承認の取消を決定するまでの間に当

該入会申込をされた当該会員がサービスを利用したことにより発生する利用料、その他の

債務は、当該入会申込をされた当該会員の負担とし、当該入会申込をした当該会員は第 9

～12 条の規定に準じて当該債務を履行するものとする。 

  

第五条（本規約の範囲、変更） 

本規約は、「和僑モール」の当サービスを利用する法人または個人全てに適用される。「和

僑モール」事務局の都合により予告無く規約が改正されることがある。 

  

第六条（「和僑モール」からの通知） 

１．前条の場合の他弊社が必要と判断した場合、「和僑モール」は会員に対し随時必要な事

項を電子メールまたは「和僑モール」サイト上で通知する。 

２．前項での通知の内容は、会員に向けて「和僑モール」が電子メールまたは「和僑モー

ル」サイト上で連絡した時点をもって、会員は了承したものとみなす。 

  

第七条（ログイン情報の管理） 

１．会員は、会員番号として任意に登録した番号、あるいは文字列（以下 ID と呼ぶ）及び

これに対応するパスワードの使用、管理について、一切の責任を持つものとする。 

２．「和僑モール」は、会員の ID 及びこれに対応するパスワードが、他の第三者に使用さ

れたことにより当該会員が被る損害については、当該会員の故意、過失の有無にかか

わらず、一切の責任を負わない。会員は自己の設定したパスワードを紛失した場合、

ただちに「和僑モール」に申し出るものとし、「和僑モール」の指示に従うものとする。

また、当該ＩＤ及びこれに対応するパスワードによりなされたサービスの利用は、当

該会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料その他の債務の一切を負担す

るものとする。 
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第八条（「和僑モール」によるＩＤの一時停止等） 

「和僑モール」では、パスワードの盗難、紛失などで緊急性が高いと判断した場合には、

やむなくそのＩＤを一時的に停止する。その場合に生じたいかなる損害においても「和僑

モール」は一切その責任を負わない。 

  

第九条（決済期日） 

１．初期費用の支払いは「和僑モール」からのサービス開始連絡日より 7 日以内の期日中

に支払われるものとする。 

２．月間契約、年間契約の支払は、その月、年の末日迄に支払われるものとする。 

３．その他「和僑モール」の別途定める条件で支払を請求する場合もあり得る。 

  

第十条（決済方法） 

会員は利用料、その他の債務を各会員毎に「和僑モール」の承認した以下の方法で履行す

るものとする。支払時の手数料と消費税は会員の負担となる。「和僑モール」への参加は銀

行振込、もしくは郵便為替口座への払込みによる支払方法で受け付ける。 

  

第十一条（延滞利息） 

第九条で定めた期日を過ぎても支払が無い場合、延滞利息として年間 14.6%（日割 0.04%）

の利息金を申し受ける。その場合、その旨をメールなどにより通知しない場合もあり得る。 

  

第十二条（メンテナンス等によるサーバの停止） 

「和僑モール」は事前の通知をせずにサーバのメンテナンスを行う場合がある。その場合

に生じるいかなる損害も「和僑モール」ではその責任を負わない。火災や停電、天災及び

戦争、暴動などによりサービスの提供が不能になった場合でも、それに乗じて生じるいか

なる損害並びに責任を負わない。 

  

第十三条（自己責任の原則） 

１．会員は、自己のＩＤにより「和僑モール」サーバ上でなされた一切の責任を負うもの

とする。 

２．会員は「和僑モール」サーバ上で次の事を行わないこととする。 

１）アダルトコンテンツの掲示、低俗表現の多用と掲示、PCウイルスの配布とその目

的の為に仕掛けをする行為、メール爆弾など、公的秩序に反するあらゆる行為。 

２）犯罪や不法行為に結びつく悪意がある無しに拘わらず軽率な行動。 

３）第三者に迷惑がかかる行為。 

４）該当諸国の関係諸法規に抵触すると判断される行為。 
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５）「和僑モール」の運営を妨害する行為。 

６）契約者以外に無断でディスクスペースを貸し与える行為。 

７）「和僑モール」が用意する専用サーバ領域提供サービスを除き、不特定多数の第三

者に対するレンタル掲示板、レンタルチャット等過度にサーバー負荷のかかる行為。 

  

会員が本規定を破り「和僑モール」に損害を与えた場合、それに該当する損害金額を「和

僑モール」に対し支払うものとする。ＣＧＩ無限ループや過度の負荷負担が「和僑モール」

サーバに対して生じた場合、「和僑モール」管理者は事前予告なしに、「和僑モール」サー

バの利用一時停止、または利用解除を対処する事を妨げない。 

  

第十四条（変更の届出） 

会員は、住所や電話番号など「和僑モール」に対する届出内容に変更があった場合は速や

かに「和僑モール」に連絡・届出するものとする。 

  

第十五条（譲渡の禁止） 

会員は「和僑モール」会員として有する権利を第三者に譲渡したり使用させたりすること

はできない。また、売買や名義変更も出来ない。婚姻などにより姓が変更された場合は、

速やかにに「和僑モール」連絡し名義変更手続を遂行するものと定める。 

  

第十六条（退会） 

１．会員の退会は「和僑モール」との契約末日の際にのみ認める。 

２．退会を希望する場合、その旨を前月末日までに電子メールなどにより事務局宛に届け

出るものとする。 

３．契約期間中での退会をする場合には、契約期間に拘わらず掲示されたサイト及び関連

サイトの撤去するものとする。退会を届けたに拘わらず掲示されたサイト及び関連サ

イトの撤去が為されない場合には、事務局が撤去作業を行う。 

４．一度支払された会費を始めとする諸費用は、如何なる理由にも関わらず返還しない。 

５．会員が規約違反行為を犯し、事務局が退去の判断をした場合は、「和僑モール」から一

方的に契約解除する。尚、その場合においても契約途中の残金には返却しない。 

 

 

「和僑モール」事務局：Union Capital and Holdings Ltd. 

Rm 1506, 15F Trust Centre, 912-914 Cheng Sha Wang Road, Kowloon, Hong Kong 

President: Fung Lap Ping 鳳立平） 


